
 

県 く 第 3 3 3 号  

令和４年８月 16 日  

  

各保健所長 様 

  

県民くらしの安全課総括課長  

  

  

そうざい等の衛生確保に係る収去検査の取扱いについて 

 このことについて、令和３年６月１日付け薬生食監発 0601 第３号にて収去検査結果の判定

に用いていた各衛生規範が廃止されたことを受け、今後、別紙のとおり取り扱うこととしま

すので、適切に事務処理願います。 

 なお、令和４年３月 30 日付け県く第 844 号通知「令和４年度食品収去検査の取扱いについ

て」は廃止します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【食の安全安心担当 小野寺 9-22-5385】 


